
 

 

下記業務について、提案競技により受託候補者を決定するので、次のとおり公告する。

令和６年６月28日 

公立大学法人静岡文化芸術大学理事長 横山俊夫 
 

記 

１ 業務概要 

（１）業務名 

静岡文化芸術大学大学案内等冊子制作業務 

（２）業務内容 

仕様書記載のとおり 

２ 契約限度額 10,200,000円以内（消費税込） 

３ 制作期間 契約日から令和７年６月30日（月）まで 

４ 提案競技の参加資格 

（１）公立大学法人静岡文化芸術大学契約事務取扱規程第２条及び第３条の規程に該当

しない者であること。 

（２）静岡県における一般業務委託に係る競争入札参加資格を有すること。 

（３）企画提案書提出の日から契約の時までの期間に静岡県の一般業務委託及び物品

購入等業務委託に係る入札参加停止基準に基づく入札参加停止期間中の者でな

いこと。 

（４）契約後、静岡文化芸術大学（静岡県浜松市）で行う業務遂行のために行う打合

せ等に参加できる者であること。 

（５）次のアからキのいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「法」という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。） 

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員 

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

いものをいう。以下同じ。）である者 

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員

以外の者をいう。）が暴力団員等である者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又 

は原材料の購入契約その他の契約を締結している者 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てが成され

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 

11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが成されている者（再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

５ 受託候補者を決定するための評価項目 

（１）制作業務内容理解 

（２）業務遂行能力 

（３）企画提案内容 

（４）適正価格・履行実績



 

６ 契約 

業務委託契約は、受託候補者（提出された企画提案書が最も優れているもの）と契

約の交渉を行い、契約限度額の範囲内で契約する。 

７ 提案競技の手続等 

（１）担当部局 

静岡文化芸術大学 事務局 企画室 

〒430-8533 浜松市中央区中央2-1-1 

TEL : 053-457-6113 FAX : 053-457-6123 

（２）参加申込書の提出期限、方法及び提出場所 

   令和６年７月２６日（金）午後５時まで 

     持参又は郵便により提出すること。提出場所は(1)に同じ。 

（３）提案書の提出期限、方法及び提出場所

令和６年８月８日（木）午後５時まで 

定められた部数を持参又は郵便により提出すること。提出場所は(1)に同じ。 

８ その他 

   （１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。また、単 

位は日本の標準時及び計量法による。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書の作成 契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。 

（４）問い合わせ先 

静岡文化芸術大学 事務局 企画室 朝日、松本 

〒430-8533 浜松市中央区中央2-1-1 

TEL : 053-457-6113 FAX : 053-457-6123 

（５）詳細は静岡文化芸術大学大学案内等冊子制作業務委託プロポーザル実施要領 

による。 


